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平成２４年(ワ)第４３０号 川内原発差止等請求事件 

原 告  青 木   敏 外 

被 告  九州電力株式会社 外１名 

 

原告ら準備書面１ 

 

                       平成２５年１月９日 

鹿児島地方裁判所民事第１部合議係 御中 

 

                 原告ら訴訟代理人 

                  弁護士  森     雅  美 

 

                  同    板  井      優 

 

                   同    後  藤  好  成 

 

                   同    白  鳥     努 

                                外 

 

 頭書事件につき、原告らは、以下のとおり、弁論を準備する。なお、略語等は

従前の例による。 

 

第１ 本準備書面の目的 

   本準備書面は、被告国の答弁書において、原告らの被告国に対する請求が、

川内原発の操業を停止させるために「公権力の発動として、本件施設の原

子炉の設置許可の取消し、その運転停止、原子炉施設の使用停止等の行政

上の規制権限を行使することを求める趣旨を必然的に含むものである」か

ら、民事訴訟としては不適法である旨主張するため、これに対する反論を

行うものである。 
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第２ 被告国に対する訴えは適法であること 

 １ はじめに 

   原告らは、被告国に対し、公権力の行使によって川内原発の操業の差し止

めを求めているのではなく、「川内原発が存在していること」自体によっ

て原告らの人格権及び生存権が侵害されていることを根拠として、被告国

に対し、公権力の行使によらない方法によって操業の差し止めを求めてい

るのであって、被告国に対する請求は民事訴訟として適法な訴えである。 

 ２ 被告国は特別の法令に依拠することなく原発政策を実現させてきたこと 

   川内原発は、被告九州電力が所有し、操業を行っているものであるが、原

子力発電が核兵器製造技術と技術的関連性を有していること等から、民間

の電力会社が単独で行いうる事業ではなく、原子力政策に基づく国の積極

的な関与があって初めて実現が可能な事業である。 

そして、国の原発への関与形態は、公権力の行使に限定されるわけではな

い。 

すなわち、これまで被告国は、原子力損害賠償法制定等の原発の操業を可

能とする政策や、電気事業法上の総括原価方式の採用といった電力会社を

法的に保護する政策等を通じて、原発操業を行う電力会社を優遇するとと

もに、強い影響力を行使してきた。 

そして、こうした歴史的経緯から、被告国は、電力会社に対して特別の法

令に依拠しない行政指導ないしは事実行為を行うことによって原子力政策

を実現させてきた。 

例えば、いわゆる３・１１事故以降に実施された中部電力浜岡原発の運転

停止や関西電力大飯原発の再稼働に関して、被告国は、原子力政策上の目

的実現のため、内閣総理大臣が電力会社に対して運転停止を求め、あるい

は、国民に再稼働の理解を求める記者会見を行うなどの行政指導ないしは

事実行為の形態をとって積極的に関与し、それぞれの原発の運転停止ある

いは再稼働を実現させている。 

浜岡原発の運転停止及び大飯原発の再稼働は、被告国の原子力政策の変更

に伴って実現したものであるが、その実現のために、被告国が「公権力の
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行使」としての設置許可の取消しや変更ないしその発動を行った事実はな

い。 

このように、被告国は、特別の法令に依拠することなく、行政指導ないし

事実行為という公権力の行使によらない方法によって、原発の操業をコン

トロールすることができる能力を有している。 

今回、原告らが人格権及び生存権侵害を理由として被告国に対して求めて

いるのは、上記のような原子力政策の変更に伴う行政指導ないしは事実行

為の実施による川内原発の操業停止であって、行政規制権限を行使するこ

とによって操業停止を求めるものではないから、本件訴えは民事訴訟とし

て適法な訴えである。 

 

第３ 今後の主張・立証の予定について 

今後、原告らは、原発が国家が関与することが必要不可欠な特殊な事業で

あること、電力会社に対して特別の法令に依拠することなく行政指導ない

しは事実行為によって、被告国が原発の操業をコントロールすることがで

きる能力を有していることを、順次、主張・立証していく予定である。 

以 上 


